
教育委員会

　「令和５年度市政経営に係る市長方針」に基づく各部等の方針は以下のとおりです。

教育委員会 教育次長

　令和５年度各部等の方針

令和５年度の重点事項

・滝沢市の学校教育の在り方検討委員会の提言を踏まえ、児童生徒が生き生きと学習できる教育環境の整備を行います。

・郷土を愛する心を育む「滝沢魅力学」を展開するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現します。

・児童生徒の望ましい食習慣を促進するとともに、安全で適正な食材料を確保し栄養バランスのとれた給食を提供します。

・第２次滝沢市生涯学習推進計画前期基本計画学びプランたきざわを策定するとともに、地域学校協働活動を推進します。

・伝統文化・芸術の継承と文化財に関する情報発信を図るとともに、利用者のニーズに即した文化施設の運営を行います。

久保　雪子

令和５年度の方針

子どもから高齢者までの全世代が、生涯にわたって学びあい、学んだことを生かせるとともに、伝統文化・芸術を通じた郷土への愛着を基盤に、誰もが自分らし

く充実した人生を送ることができる、学びが盛んなまちを目指します。



教育委員会 教育総務課 教育総務課長 滝田　俊一

教育委員会 学校教育指導課 学校教育指導課長 　渡邉　康二

令和５年度の方針

・子どもたちが生き生きと学習できる、居心地の良い、安全安心な教育基盤の充実に努めます。

・少子化、児童生徒の偏在化を踏まえ、中長期的な展望のもとに望ましい学校規模・配置について検討を進めます。

・就学機会を確保するために、経済的に困窮している世帯への支援を引き続き行うとともに、学校のＩＣＴ環境の充実を図ります。

・既存施設の修繕、長寿命化（改修）を図るなど維持管理に努め、教育基盤のより一層の充実を目指します。

令和５年度の重点事項

・中長期的な展望のもと学校教育の在り方について検討します。 

・経済的に困窮している世帯の児童生徒の支援を引き続き行います。 

・学校施設・設備の老朽化対策等の教育環境の整備に努めます。

令和５年度の方針

目指す学校像として「正義」と「信頼」の学校を掲げ、子どもたちが安心して生き生きと生活できる学校づくりを目指します。また、「生きる力」を育む学習指

導要領の趣旨を踏まえ、滝沢市学校教育目標「明るく　かしこく　たくましい子ども」を育成するため、確かな学力を育む教育の推進、豊かな人間性や社会性の

育成、健康・安全活動の支援の充実を図る中で、子供たちが学びによる幸福感を味わえるような学校教育を目指します。

令和５年度の重点事項

・主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業改善の取組の推進 

・郷土を愛する心を育む「滝沢魅力学」の展開



教育委員会 学校給食センター 学校給食センター所長 松本　昭彦

教育委員会 生涯学習スポーツ課 生涯学習スポーツ課長 高橋　克周

令和５年度の方針

・第２次滝沢市生涯学習推進計画前期基本計画学びプランたきざわを策定し、学びとスポーツを通じた「郷土を愛し未来を切り拓く力に満ちた人づくり」の実現

を目指します。

・総合教育政策（学校教育・社会教育を通じた総合的・横断的な教育政策）に基づく全庁体制による横断的な生涯学習・スポーツ推進ネットワーク形成の拡充を

促進します。

・教育振興運動と学校教育振興協議会を一体的に推進し、地域学校協働活動を通じた「持続可能な社会の創り手」の育成を促進します。

・健康づくりに視点を置いたスポーツによる「人・つながり・地域づくり」の促進を通じた地域スポーツの推進や地域力の向上、施設の利用促進、競技力の向上

を図ります。

令和５年度の重点事項

・第2次滝沢市生涯学習推進計画前期基本計画学びプランたきざわの策定 

・学びとスポーツを通じた「郷土を愛し未来を切り拓く力に満ちた人づくり」の促進 

・地域学校協働活動を通じた「持続可能な社会の創り手」の育成

・市内小中学校で実施している「食に関する指導」の継続実施に努めます。 

・「滝沢市学校給食食材生産供給組合」と情報交換を密にし、地場農産物の活用に努めます。 

・調理等業務委託の継続により、安定した運営と安全安心で栄養バランスのとれた学校給食を提供します。 

・学校給食費について、各種制度の活用や手続きの簡便化を図りながら、引き続き収納率向上に取り組みます。

児童生徒が心身ともに健全に発達するため、学校給食を通じて「食に関する指導」の充実を図り、望ましい食習慣の理解と実践の支援など、食育の推進を目指

し、地産地消を推進した安全安心で栄養バランスのとれた学校給食を提供します。

令和５年度の重点事項

令和５年度の方針



教育委員会 文化振興課 文化振興課長 岡田　久美

令和５年度の重点事項

・文化芸術関係団体の活動支援を継続し、組織の維持と文化活動の活性化を目指します。

・文化財を保護・活用し市民への情報発信に努めます。

・郷土史「滝沢市の歩み」の活用による講座の実施などにより郷土理解の推進を図ります。

・生涯にわたって自ら学習できる文化施設として、図書館及び埋蔵文化財センターの維持運営、活用促進に努めます。

令和５年度の方針

湖山図書館や埋蔵文化財センターなど学びの場としての文化施設の活用を促進するとともに、伝統文化や芸術を次世代へ継承します。また、郷土に愛着を持ち郷

土理解を深め地域活動に活かす環境や機会を創出することにより、一人一人が幸福を実感できる環境づくりの確立を目指します。


